
様式第５号（第５条関係）
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※ 着手日：対象設備の設置に係る契約日又は工事開始日のいずれか早い日

※ 完了日：対象設備の設置に係る工事完了日又は代金支払い日のいずれか遅い日

□

□

※

※

円 円

円 円

円 円

円 円

円

※

※

※

年 月 日

八幡市長　様

申請者 住所

コージェネレーションシステム

kWh

kW

活用の有無

八幡市

八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書

　八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を

添えて、下記のとおり補助金の交付を申請します。

記

八幡市２　補助対象設備の設置場所

氏名

開始・完了予定日

承認通知書の文書番号・通知日有の場合のみ
記入してくだ
さい

電話

年 月 日

年 月 日年 月 日

第 号

３　事業期間 年 月 日 年 月 日

年 月 日

着 手 日 完 了 日

１　活用する事業の区分 FIT売電可 FIT売電不可

５　事業開始承認申請制度の活用

給湯・コージェネ

型式 容量・給湯効率等

高効率給湯機器

補助対象設備

補助金申請額は、補助対象設備ごとに千円未満を切り捨てること

蓄電設備補助申請額の算定には、小数点第２位以下を切り捨てた容量の値を用いること

メーカー

kW

高効率給湯機器・コージェネレーションシステムは、導入する機器に☑すること

補助対象経費

補助申請額合計

補助対象設備

太陽光発電設備

６　補助対象設備の内容

□有　　□無

パワーコンディショナー

太陽光発電設備

７　補助対象経費・補助金申請額（経費は税抜きで記載してください。）

太陽光・パワーコンディショナー・蓄電設備の容量の欄に記入する数値は、小数点第２位以下
を切り捨てること

蓄電設備

４　電力受給開始日（FIT売電可の場合のみ記入）

太陽光発電設備補助申請額の算定には、太陽光発電設備又はパワーコンディショナーの容量の
どちらか低い方を使用し、小数点以下を切り捨てた容量の値を用いること

補助金申請額

蓄電設備

高効率給湯機器

コージェネレーションシステム



８　添付書類

＜添付必須書類＞

＜FIT売電可追加書類＞

＜FIT売電不可追加書類＞

＜給湯・コージェネ追加書類＞

・メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が保証期間10年以上の蓄電システムであることが

⑨　太陽光発電・蓄電設備が確認できる配置図

⑧　蓄電設備の内容が記載されている製品カタログ

※この申請書は、上記の添付書類を添えて八幡市役所環境政策課に提出してください。（郵送不可）

⑱　コージェネレーションシステムの内容が記載されている製品カタログ

・従来の給湯機器等に対して、30％以上省CO2効果が得られるものであること。

⑰　高効率給湯機器に係る温室効果ガス削減効果計算表（別紙４）

わかるもの。

⑮　蓄電設備の保証書のコピー

⑯　誓約書（別紙２）の「その他」欄

・申請日から３カ月以内に発行されたものであること。

⑬　FIT売電をしていないことが確認できる書類（電力受給契約確認書のコピー等）

③　対象設備の設置費に係る本人名義の工事請負契約書のコピー（内訳がわかるもの）

②　市税の完納証明書

・市が発行するものでコピーは不可。また、設置場所と住所が同一であること。

①　住民票の写し（原本）

⑪　電力会社との電力受給契約確認書のコピー

・太陽光発電設備については、枚数が確認できるものであること。

⑤　設置前後の写真（対象設備全て）

④　対象設備の設置費に係る本人名義の領収書のコピー

・対象設備付き建売住宅の場合、売買契約書のコピー。

・性能表示ラベル全体が写っており、記載内容が読み取れるものであること。

⑦　蓄電設備の性能表示ラベルの写真

・コージェネレーションシステムの場合は不要

・対象設備の設置費（税抜き）の内訳が記載されているものであること。

・対象設備ごとに、全体が写っており設置前後の状況が確認できるものであること。

・完全自家消費の場合は、逆潮流していないことが確認できる書類（設置後の逆電力継電器の写真等）。

・完全自家消費の場合は、逆潮流していないことが確認できる書類（設置後の逆電力継電器の写真等）。

・過去１年間の電力使用量の算定根拠となる資料を添付すること（新築の場合は不要）。

・年間発電量見込の算定根拠となる資料を添付すること。

⑭　発電電力消費計画書（別紙３）一式

⑫　誓約書（別紙２）

・常時太陽光発電設備と接続し、同設備が発電する電力を充放電できることがわかること。

⑩　太陽光発電・蓄電設備の回路図等

・発行のないメーカーの場合、出力対比表（別紙１）を作成して提出してください。

⑥　出力対比表の原本（原則としてメーカー発行のもの）


